愛生記念病院　面会規程
１，目的
　入院患者の療養生活の質の向上および尊厳の保持ならびに円滑な退院支援を図るため、患者と
家族等の面会に関し必要な事項を定めることを目的とします

２，基本方針
　患者と家族等との交流が患者の療養生活において重要である事を踏まえ、感染対策その他医療上必要な
場合を除き、面会を過度に制限しないことを基本方針とします

３，面会について
1 面会時間：月曜日から土曜日（祝日を含む）　13：30～16：30
2 面会人数および頻度：1回3名まで（15分間）　1日2組まで
3 面会者：親族またはキーパーソン
（親族：配偶者・親・子（配偶者含む）・孫・兄弟姉妹　※孫・兄弟姉妹の配偶者は含まない）
4 面会場所：病室内

４，面会を控えていただく場合
1 面会者の体調がすぐれない場合（発熱や咳、下痢などの症状を有する）
2 面会者や同居家族が感染症に罹患している場合
3 その他、病院職員が面会を控える必要があると判断した場合

５，面会時の感染対策
1 面会前後の手指消毒と体温測定
2 サージカルマスク（不織布マスク）の着用

６，面会時の禁止事項
1 病棟内での飲食や大声での会話など他患者の迷惑となる行為
2 他患者の病室への立ち入りや無断の写真撮影や音声録音などの行為
3 医療機器への接触や操作など、病院職員の指示に従わない行為

７，感染症流行時の対応
　院内または地域において感染症の流行が認められた場合などは、面会の制限を行うことがあります

８，面会制限や面会の特例
　患者の症状または病状等により面会を制限させていただく場合があります
　また、病状説明や終末期など面会時間などを緩和する場合があります

９、附則
　この規程は2026年6月1日より施行いたします。

※ご質問や詳しい規定内容については、スタッフまでお声掛けいただくか、ホームページをご確認ください。
愛生記念病院　病院長
